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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】
　

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第92期

第３四半期
連結累計期間

第93期
第３四半期
連結累計期間

第92期

会計期間
自 2017年４月１日
至 2017年12月31日

自 2018年４月１日
至 2018年12月31日

自 2017年４月１日
至 2018年３月31日

売上高 （百万円） 106,057 114,465 141,592

経常利益 （百万円） 6,274 6,637 6,720

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（百万円） 5,010 5,500 7,000

四半期包括利益
又は包括利益

（百万円） 9,280 2,602 12,298

純資産額 （百万円） 95,385 99,872 98,402

総資産額 （百万円） 189,152 192,345 189,772

１株当たり四半期
（当期）純利益

（円） 253.82 278.56 354.66

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 49.7 51.2 51.0
 

　

回次
第92期

第３四半期
連結会計期間

第93期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2017年10月１日
至 2017年12月31日

自 2018年10月１日
至 2018年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 77.18 63.68
 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社に異動はありません。

EDINET提出書類

高砂香料工業株式会社(E00993)

四半期報告書

 2/20



第２ 【事業の状況】
 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や設備投資は底堅く推移し、個人消費についても、

雇用・所得環境の着実な改善を背景に、緩やかな回復基調で推移しました。一方、世界経済は、総じて見れば着実

な成長が続いているものの、米国の保護主義政策に起因する通商問題や英国のEU離脱問題など、依然として先行き

が不透明な状況となっております。

香料業界においては、競合他社との競争環境は厳しさを増す一方ですが、市場としては、中国や東南アジアでの

成長が引き続き期待できる一方、成熟市場である欧米でも底堅い成長が見込まれます。

このような中、当社グループは、「地球環境に配慮し、地域社会を大切にした、世界の人々から共感を得られる

企業を目指す」、「信頼される商品を供給し続けることにより、グローバル市場でのトップクラスの香料会社を目

指す」の経営基本方針の下、創業100周年を迎える2020年に向けて飛躍的な成長を目指し、当社グループの有する全

ての力を結集し、グループ一丸となって中期経営計画『TAKASAGO GLOBAL PLAN（One-T）』（2018-2020年度）に取

り組んでおります。
 

（経営成績の状況）

当第３四半期連結累計期間の売上高は、114,465百万円（前年同四半期比7.9％増）となりました。部門別売上高

では、フレーバー部門は、ドイツ子会社においてバニラ関連製品等が伸長し、69,568百万円（前年同四半期比9.7％

増）、フレグランス部門は、フランス子会社等において香粧品向けが好調に推移し、29,584百万円（前年同四半期

比3.6％増）、アロマイングリディエンツ部門は、全般的な需給逼迫の影響に加え、市場価格の高騰により、主力品

メントール等が好調に推移し、9,780百万円（前年同四半期比17.6％増）、ファインケミカル部門は、医薬品中間体

が前期を下回ったこと等により、4,449百万円（前年同四半期比5.3％減）となりました。その他不動産部門は、

1,083百万円（前年同四半期比0.2％増）となりました。

利益面では、営業利益は5,734百万円（前年同四半期比5.2％増）、経常利益は6,637百万円（前年同四半期比

5.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は5,500百万円（前年同四半期比9.8％増）となりました。

セグメントにつきましては、日本は、当社のフレーバー部門及び国内子会社が堅調に推移し、売上高は51,439百

万円（前年同四半期比3.3％増）となったものの、当社における原料高騰の影響等により、営業利益は2,298百万円

（前年同四半期比5.4％減）となりました。米州は、米国子会社のフレーバー部門が好調に推移し、売上高は24,710

百万円（前年同四半期比5.7％増）となったものの、フレグランス部門における原料高騰の影響等により、営業利益

は264百万円（前年同四半期比42.2％減）となりました。欧州は、ドイツ子会社に加え、アロマイングリディエンツ

部門のスペイン子会社が好調に推移し、売上高は19,864百万円（前年同四半期比20.3％増）、営業利益は1,684百万

円（前年同四半期比58.3％増）となりました。アジアは、シンガポール子会社の伸長に加え、中国子会社も堅調に

推移したことにより、売上高は18,450百万円（前年同四半期比12.9％増）となったものの、当該各子会社のフレグ

ランス部門における原料高騰が響いて、営業利益は1,243百万円（前年同四半期比10.5％減）となりました。
 

（財政状態の状況）

総資産は、前連結会計年度末と比較して2,572百万円増加し、192,345百万円となりました。主なものは、受取手

形及び売掛金の増加2,485百万円、原材料及び貯蔵品の増加1,945百万円、投資有価証券の減少1,654百万円でありま

す。

負債は、前連結会計年度末と比較して1,103百万円増加し、92,473百万円となりました。主なものは、短期借入金

の増加3,720百万円、長期借入金の減少931百万円であります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して1,469百万円増加し、99,872百万円となりました。主なものは、利益剰余

金の増加4,414百万円、その他有価証券評価差額金の減少1,944百万円、為替換算調整勘定の減少946百万円でありま

す。
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（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。なお、当

社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規

則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

（株式会社の支配に関する基本方針）

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社グループは「技術立脚の精神に則り社会に貢献する」の企業理念の下、常に香料及びその関連技術の最先端

の研究を続け、顧客に嗜好性の高く、高付加価値な香料を提供すると共に、リニューアブルなアロマイングリディ

エンツの開発等を通じ、持続可能な社会への貢献に努めております。また、医薬品中間体を中心とするファインケ

ミカル事業の分野においても、グローバル市場での厳しい競争環境にもかかわらず世界的に高い評価を得ておりま

す。

その結果として、当社グループは、国内香料業界のリーディングカンパニーであると同時に、アジア唯一のグ

ローバル香料会社としてのポジションを築き上げ、世界でも屈指の香料会社に成長してまいりました。

このような当社の持続的な競争優位性・企業価値を支えているものは、次の諸点と考えております。

①  長年培ってきた技術力とそれを基盤とした事業シナジー

長年培ってきた高品質かつ高付加価値のアロマイングリディエンツの製造及び医薬品中間体の開発をはじめ

とするファインケミカル事業を支える不斉合成、触媒反応、フロー連続等の技術。またこれらの技術を基盤と

して、有機的一体として結合している４つの事業の強みを活かしながら事業展開することによる、競合他社に

は無い独自のシナジー効果の発揮。

②  多様な嗜好性への深い理解とそれを活かす創香の経験やノウハウ

消費者の多様な嗜好性に対応する顧客の商品開発を強力に下支えするための創香に関する経験と技術的な蓄

積。さらには、少量多品種かつ変化の激しい香料市場において、顧客の要望に迅速に対応するために確立され

た生産・供給体制。

③  厳しい安全性基準を満たす製品への高い信頼と、これを維持するノウハウ

その性格上非常に厳しい安全性を求められる製品について、関連法令はもとより、厳格な社内基準をも満た

す当社製品の高い品質・安全性とそれを維持管理するために長年にわたり蓄積された情報により確立されたシ

ステム。

④  グローバルに経営資源を有効活用できる組織体制

各事業で蓄積されたノウハウを海外拠点も含めた当社グループで共有・有効活用し、世界規模で営業展開す

るグローバルな顧客への対応やグローバル事業展開を図るために確立された業務推進組織体制。

　

 以上の強みを生かし、当社は今後も成長してまいります。

　

しかし、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の

株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。もとより、当社は、株式の大量買付等であっても、

当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかしなが

ら、株式の大量買付等の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすも

の、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為

について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対

象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

とりわけ、長年にわたり蓄積してきた膨大なノウハウと高い技術力に裏打ちされた当社独自の事業展開によるシ

ナジー効果の評価、さらにはあらゆる消費財と地域の嗜好に対応した多品種な香料製品を提供する当社の企業価値

の評価は困難であり、当社の企業価値の適正な評価には時間を要する上に、買付の条件等が当社の本源的価値に鑑

み不十分又は不適当でないかについて慎重な判断を要します。

また、当社の４事業の一部が売却されるようなことがあれば、各事業分野の有機的結合により実現される大きな

シナジー効果が失われるおそれが高く、また、長期的視点に立っての研究開発及び品質・安全性に対する継続的な

投資が行われませんと、技術的基盤が弱体化するのみならず、当社製品の高い安全性への信頼が損なわれ、当社の

企業価値・株主共同の利益が毀損されることになります。

EDINET提出書類

高砂香料工業株式会社(E00993)

四半期報告書

 4/20



 

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われた際には、主として次の類型の

買付行為を行う株主は、当社の企業価値・株主共同の利益の観点から、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者として適当でないと判断しました。具体的には、大量買付行為のうち、①後述の本プランに定める手続を遵守

しない買付、②当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付、③強圧的二段階買付等、株

主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付、④買付の条件等（対価の価額・種類、買付の時期、買

付の方法の適法性、買付の実現可能性、買付後の経営方針又は事業計画、買付後における当社の顧客、取引先、従

業員等に対する対応方針等を含みます。）が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適当な買付を行う場合、当該買付

行為を行う株主は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断しました。

　

２．当社基本方針の実現に資する取組みについて

当社グループは、積み上げてきた経営資源を一層有効に活用し、2020年に向けて飛躍的成長を目指します。本年

よりスタートした『TAKASAGO GLOBAL PLAN』最終３ヵ年（2018-2020年度）は、グループの一体感、結束力を表す

『One-Takasago』から、『One-T』と名付けました。当社の有する全ての力を結集しグループ一丸となって持続的成

長を成し遂げてまいりたいと存じます。

当社グループの経営基本方針の１つは「信頼される商品を供給し続けることにより、グローバル市場でのトップ

クラスの香料会社を目指す」であり、One-Tグループ基本方針に基づく計画を遂行することにより競争優位性を確立

し永続的な成長を実現いたします。

中期経営計画における骨子は次のとおりであります。

「One-Tグループ基本方針」

① 顧客満足度の向上

常にお客様の目線に立ち、営業力、研究・開発力の強化、徹底した品質管理、また迅速かつ柔軟な対応等を

通して顧客満足度の向上を図る。

② 事業成長戦略

安定的な収益を確保し、グローバルで基盤の拡充を進める。主要事業セグメントにおいて、マーケットプレ

ゼンスを高める。

③ 技術革新

技術立脚の企業理念を念頭に、他社の追随を許さない「独自性（オリジナリティ）」、「優位性」のある革

新的な技術や製品の開発をし、その成果をグローバルで応用展開する。

④ 利益体質改善

グローバルで業務改革に取組み生産性の向上を図る。引き続きグループ内バリューチェーンの最適化を進

め、利益体質改善を加速化する。

⑤ 人材開発

「挑戦する人材」の育成を目指す。グループの人的資源を最大限に活用し、拠点間異動を含め、グローバル

で活躍できる環境を整備する。

　

これら５つの基本方針の中心に「コーポレート」という概念を据えて、グローバル企業として必要な基準、仕組

みを統一、整備してまいります。これらを通じガバナンスの強化、グローバル機能の向上に努めてまいります。

なお、企業経営においては、より幅広い分野において、社会と共存する、開かれた企業を目指すことが重要な責

任になってきております。個々の事業・製品・技術だけでなく、コーポレートとしての評価と信頼を高め、企業と

しての社会性を向上させていくことは、消費者市場や顧客をはじめ様々なステークホルダーとの長く安定した関係

が構築されるものと考えております。地域社会との密接な繋がり、環境に配慮したグリーン調達、グリーンケミス

トリーを通して、サステナブル経営を実践していくことも重要な課題と考えております。
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３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み《買収防衛策》

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に

関する対応策を導入しております。

この対応策は、2007年６月28日開催の第81回定時株主総会において株主の皆様の承認を得て導入し、2016年６月

24日開催の第90回定時株主総会における承認を得て更新しております。（以下、更新後の対応策を「本プラン」と

いいます。）

本プランは、当社株式に対する買付その他の取得若しくはこれに類似する行為又はその提案（以下総称して「買

付」といいます。）が行われた際に、買付を行う者又はその提案者（以下総称して「買付者」といいます。）に対

し、遵守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとと

もに、買付者との交渉の機会を確保することにより、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業

の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし

ています。

なお、現時点において、当社が特定の第三者から当社株式の大量買付を行う旨の提案を受けている事実はありま

せん。

具体的には、買付者により以下のいずれかに該当する買付（以下「対象買付」といいます。）がなされたとき

に、本新株予約権の無償割当てをするか否かを検討します。買付者は、本プランに従い、当社取締役会が本新株予

約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付を実行してはならないものとします。

①　当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付

②　当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所

有割合の合計が20％以上となる公開買付け

当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等を行う買付者等には、買付内容等の検討に必要な情報

及び本プランを遵守する旨の誓約文言等を記載した「意向表明書」を当社に提出していただきます。その後、買付

者等から提出された情報が、経営陣から独立している社外取締役、社外監査役又は有識者のいずれかに該当する者

で構成される特別委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。特別委員会は、独立した第三者（ファ

イナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を独自

に得たうえ、買付内容の評価・検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株主の皆様に対

する情報開示等を行います。特別委員会は、買付者から提出された「買付説明書」の記載内容が必要情報として不

十分であると判断した場合には、買付者に対し、適宜合理的な回答期限を定めた上、直接又は間接に必要情報を追

加提出するよう求めることがあります。

特別委員会は、買付者が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、その他買付者等の内容の検討の結

果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等であ

る場合など、本プランに定める要件のいずれかに該当し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である

と判断した場合には、当社取締役会に対し、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

当社取締役会は、特別委員会が本新株予約権の無償割当ての実施に際して予め株主総会の承認を得るべき旨の留

保を付した場合、又は本新株予約権の無償割当ての要件の該当可能性が問題となっている場合等、本新株予約権の

無償割当てを実施するに際して株主意思を確認することが適切と判断する場合には、株主総会を招集し、本新株予

約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとします。

本新株予約権は、金１円の金額を払い込むことにより行使し、普通株式１株を取得することができます。また、

買付者による権利行使が認められないという行使条件及び当社が買付者等以外の者から当該株式１株と引換えに本

新株予約権１個を取得することができる旨の取得条項が付されております。

当社取締役会は、特別委員会の勧告又は株主意思確認のための株主総会決議に従い、本新株予約権の無償割当て

の実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行い、速やかに決議内容を情報開示します。

本プランの有効期間は、2016年３月期の定時株主総会の終結の時より2019年３月期の定時株主総会の終結の時ま

での３年間とします。本プランの有効期間の満了前であっても、取締役会の決議によって本プランを廃止すること

ができます。

また、本プランの有効期間中に定時株主総会で承認いただく本プランの基本的考え方に反しない範囲内で、本プ

ランの見直し等を行うことがあります。

当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、その内容その他の事項について、情報開示を速やかに行いま

す。
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４．上記３．の買収防衛策に対する当社取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうもの

ではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しています。

①　株主意思を反映するものである

イ．本プランは、2016年６月開催の定時株主総会における株主の皆様のご承認をいただきました。

ロ．本プランの有効期間の満了前であっても、当社取締役会の決議によって本プランを廃止することができ

ます。

ハ．取締役の任期を１年としており、取締役の選任を通じて株主の皆様の意思が反映されます。

②　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質

的な判断を客観的に行う機関として、社外役員及びこれに準じた独立性を有する外部有識者を委員とする特別

委員会を設置します。これにより、当社経営陣の恣意的判断を排し、その客観性、合理性を担保すると同時

に、特別委員会は当社の実情を把握し当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、買付が当社の企

業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断できると考えています。

更に、特別委員会の判断の透明性を高めるため、買付者から提出された 「買付説明書」「意向表明書」なら

びに特別委員会が追加的に提出を要求した必要情報の概要、買付者の買付内容に対する当社代表取締役の意

見、代替案の概要、その他特別委員会が適切と判断する事項について、原則として株主の皆様に対し速やかに

情報開示を行います。

③　本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定

本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されて

おり、これらの客観的要件は基本方針における当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でな

いとされる場合と一致させています。これにより、当社の会社役員による恣意的な発動を防止します。

④　第三者専門家の意見の取得

特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、

コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができます。これにより、特別委員会による

判断の公正さ、客観性がより強く担保されます。

⑤　デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、株券等を大量に買い付けた者の指名に基づき当社株主総会において選任された取締役で構成さ

れる取締役会により廃止が可能であるため、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替さ

せてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は

採用されていないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うこと

ができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

（注）詳しい内容に関しましては当社ウェブサイト2016年５月13日付「当社株式の大量取得行為に関する対応策

（買収防衛策）の更新について」及び2016年６月24日付「「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防

衛策）」継続の承認及び当プランに関する特別委員会委員候補者の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さ

い。

（http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1360011）

（http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1375233）

 
（３）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は、9,169百万円であります。
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（４）主要な設備

当第３四半期連結累計期間における重要な設備等の新設予定は、以下のとおりであります。

①新設

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備
の内容

投資予定額

資金調達
方法

着手及び完了予定

完成後の
増加能力

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手
年月

完了
年月

PT.Takasago
International
Indonesia

Banten,
Indonesia

アジア
香料生産
設備

2,763 769 増資資金
2018年
８月

2019年
６月

―
（注）

Takasago
International
Corporation
(U.S.A.)

New
Jersey,
U.S.A.

米州
香料生産
設備

1,605 ― 借入金
2019年
１月

2019年
12月

―
（注）

高砂香料(広
州)有限公司

中華人民
共和国
広州

アジア
香料生産
設備

1,131 ２
自己資金
・借入金

2019年
３月

2020年
１月

―
（注）

 

（注）完成後の増加能力は合理的に算出することが困難なため、記載を省略しております。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

（１） 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2018年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2019年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,152,397 20,152,397
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 20,152,397 20,152,397 ― ―
 

 

（２） 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４） 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2018年10月１日～
2018年12月31日

― 20,152,397 ― 9,248 ― 8,355
 

 

（５） 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６） 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018年12月31日現在

区分 　株式数（株） 　議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 402,900 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,693,400 196,934 ―

単元未満株式 普通株式 56,097 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  20,152,397 ― ―

総株主の議決権 ― 196,934 ―
 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式19,693,400株（議決権数196,934個）には、株式会社証券保管

振替機構名義の株式が1,000株（議決権数10個）含まれております。

２．「単元未満株式」欄には、当社保有の自己保有株式が85株含まれております。

３. 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容を確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2018年９月30日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

 

② 【自己株式等】

2018年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

高砂香料工業株式会社
東京都大田区蒲田
５丁目37番１号

402,900 ― 402,900 2.00

計 ― 402,900 ― 402,900 2.00
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2018年10月１日から2018年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

          
 (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 16,149 16,126

  受取手形及び売掛金 34,408 36,894

  商品及び製品 19,862 20,377

  仕掛品 91 199

  原材料及び貯蔵品 15,164 17,109

  その他 6,396 7,433

  貸倒引当金 △237 △218

  流動資産合計 91,835 97,922

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 32,290 31,419

   その他（純額） 26,272 24,771

   有形固定資産合計 58,562 56,190

  無形固定資産 1,734 1,888

  投資その他の資産   

   投資有価証券 32,830 31,175

   その他 5,227 5,579

   貸倒引当金 △417 △410

   投資その他の資産合計 37,639 36,344

  固定資産合計 97,937 94,423

 資産合計 189,772 192,345
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 (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 15,380 16,486

  短期借入金 17,978 21,698

  1年内返済予定の長期借入金 6,779 6,542

  1年内償還予定の社債 540 340

  未払法人税等 1,134 994

  賞与引当金 1,761 917

  役員賞与引当金 27 19

  その他 9,134 8,371

  流動負債合計 52,736 55,369

 固定負債   

  社債 1,100 760

  長期借入金 23,523 22,591

  役員退職慰労引当金 3 5

  退職給付に係る負債 7,653 7,905

  その他 6,352 5,841

  固定負債合計 38,633 37,103

 負債合計 91,370 92,473

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,248 9,248

  資本剰余金 8,368 8,378

  利益剰余金 62,994 67,408

  自己株式 △921 △902

  株主資本合計 79,690 84,132

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 17,406 15,462

  繰延ヘッジ損益 △0 △0

  為替換算調整勘定 △595 △1,541

  退職給付に係る調整累計額 373 352

  その他の包括利益累計額合計 17,184 14,273

 非支配株主持分 1,528 1,465

 純資産合計 98,402 99,872

負債純資産合計 189,772 192,345
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（２） 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

          
 (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

売上高 106,057 114,465

売上原価 71,796 78,799

売上総利益 34,261 35,665

販売費及び一般管理費 28,808 29,931

営業利益 5,453 5,734

営業外収益   

 受取利息 77 119

 受取配当金 317 347

 持分法による投資利益 181 460

 為替差益 357 171

 その他 347 348

 営業外収益合計 1,281 1,447

営業外費用   

 支払利息 360 423

 その他 99 121

 営業外費用合計 460 544

経常利益 6,274 6,637

特別利益   

 固定資産売却益 12 8

 投資有価証券売却益 396 804

 特別利益合計 409 813

特別損失   

 固定資産処分損 42 138

 特別損失合計 42 138

税金等調整前四半期純利益 6,641 7,312

法人税、住民税及び事業税 1,422 1,498

法人税等調整額 133 235

法人税等合計 1,556 1,734

四半期純利益 5,085 5,578

非支配株主に帰属する四半期純利益 75 77

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,010 5,500
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

          
 (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

四半期純利益 5,085 5,578

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 3,495 △1,944

 繰延ヘッジ損益 0 0

 為替換算調整勘定 777 △983

 退職給付に係る調整額 △12 △19

 持分法適用会社に対する持分相当額 △65 △28

 その他の包括利益合計 4,194 △2,975

四半期包括利益 9,280 2,602

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 9,192 2,589

 非支配株主に係る四半期包括利益 88 13
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【注記事項】

（追加情報）

当第３四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日

　　至　2018年12月31日）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。
 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2018年12月31日）

Dan Kaffe（Malaysia）SDN. BHD. 47百万円 64百万円

Takasago International
（Italia）S.R.L.

2 〃 2　〃

従業員 1 〃 0　〃

計 51 〃 67　〃
 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年12月31日）

減価償却費 4,319百万円 4,591百万円
 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）

１. 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

2017年６月28日
定時株主総会

普通株式 592百万円 30円 2017年３月31日 2017年６月29日 利益剰余金

2017年11月９日
取締役会

普通株式 394百万円 20円 2017年９月30日 2017年12月１日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）

１. 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月27日
定時株主総会

普通株式 690百万円 35円 2018年３月31日 2018年６月28日 利益剰余金

2018年11月８日
取締役会

普通株式 394百万円 20円 2018年９月30日 2018年12月３日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年12月31日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 日本 米州 欧州 アジア 計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

売上高        

  外部顧客への売上高 49,815 23,386 16,515 16,340 106,057 － 106,057

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 8,732 318 1,786 235 11,072 △11,072 －

計 58,547 23,705 18,301 16,576 117,130 △11,072 106,057

セグメント利益 2,430 457 1,063 1,389 5,341 111 5,453
 

（注）１．セグメント利益の調整額111百万円は、セグメント間取引に係る内部損益取引の調整額156百万円、セグメ

ント間取引に係るたな卸資産の調整額△42百万円、その他△２百万円であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 日本 米州 欧州 アジア 計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

売上高        

  外部顧客への売上高 51,439 24,710 19,864 18,450 114,465 － 114,465

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 9,827 308 2,455 233 12,825 △12,825 －

計 61,266 25,019 22,320 18,684 127,290 △12,825 114,465

セグメント利益 2,298 264 1,684 1,243 5,490 244 5,734
 

（注）１．セグメント利益の調整額244百万円は、セグメント間取引に係る内部損益取引の調整額176百万円、セグメ

ント間取引に係るたな卸資産の調整額67百万円、その他０百万円であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2017年４月１日
至 2017年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年12月31日）

１株当たり四半期純利益 253円82銭 278円56銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 5,010 5,500

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益（百万円）

5,010 5,500

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,739 19,745
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

第93期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）中間配当について、2018年11月８日開催の取締役会において、

2018年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                                                  394百万円

② １株当たりの金額                                                   20円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日                   　2018年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

 該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2019年２月13日

高砂香料工業株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 染   葉   真   史 ㊞

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 江   森   祐　 浩 ㊞

 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている高砂香料工業株

式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2018年10月１日から2018

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、高砂香料工業株式会社及び連結子会社の2018年12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。
　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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